
 
要
援
護
世
帯
へ
の
除
雪
支
援

問	

支
援
策
の
拡
充
等
に
つ
い
て
。

答	

現
段
階
で
は
考
え
て
い
な
い
が
検
討
を

進
め
、
対
応
は
一
本
化
を
検
討
す
る
。

 

市
の
鶏「
芝
地
鶏
」

問	

飼
育
数
と
保
護
・
展
示
に
つ
い
て
。

答	

市
内
で
30
羽
、
優
良
鶏
の
審
査
会
の

開
催
費
を
補
助
。
花
菖
蒲
ま
つ
り
に

出
展
し
て
い
る
。

 

三
条
市
の
子
育
て
支
援

問	

２
人
目
以
降
の
保
育
料
を
軽
減
す
る

条
件
の
拡
大
に
つ
い
て
。

答	

市
単
独
で
は
財
政
状
況
を
踏
ま
え
慎

重
に
検
討
。
国
の
動
向
を
注
視
し
、

適
正
な
保
育
料
の
設
定
に
努
め
る
。

 

市
の
職
員
体
制

問	

一
般
任
用
職
員
の
賃
金
水
準
は
生
活

給
と
し
て
ど
う
か
。

答	

現
状
で
妥
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

 

学
校
給
食
調
理
場
の
民
間
委
託

問	

全
て
委
託
す
る
こ
と
の
リ
ス
ク
を
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

答	

業
務
を
継
続
で
き
る
業
者
を
選
定
す

る
。
献
立
や
食
育
は
市
の
責
任
で
、

学
校
栄
養
職
員
が
常
駐
し
内
容
を
確

認
。
保
護
者
に
対
し
説
明
会
を
開
催

す
る
。

 

市
長
の
市
政
に
対
す
る

 「
姿
勢・態
度
」に
つ
い
て

『
公
職
選
挙
法
違
反
を
問
わ
れ
て
い
る
「
告

発
状
」
の
捜
査
状
況
に
つ
い
て
』

問	

現
状
の
市
長
に
対
す
る
捜
査
状
況
。

答	

本
件
に
つ
い
て
は
、
既
に
警
察
で
受

理
さ
れ
て
お
り
、
今
後
検
察
で
起
訴
、

不
起
訴
の
判
断
が
な
さ
れ
る
。
告
発

が
受
理
さ
れ
た
段
階
で
自
動
的
に
送

検
さ
れ
る
。
私
自
身
の
コ
メ
ン
ト
は

検
察
の
判
断
が
出
て
か
ら
。
基
本
的

考
え
は
12
月
議
会
で
答
え
た
通
り
。

問	
昨
年
11
月
に
県
警
が
受
理
し
て
４
カ

月
経
過
。
異
常
な
ま
で
に
長
期
間
で

あ
る
が
。

答	

あ
な
た
は
警
察
で
も
な
け
れ
ば
、
検

察
で
も
な
い
。

問	

今
で
も
自
分
の
正
当
性
を
主
張
す
る

の
か
。

答	

前
回
答
え
た
通
り
。

 

行
政
の「
価
値
判
断
」と

 

仕
事
の
進
め
方
に
関
し
て

中
央
公
民
館
「
演
台
テ
ー
ブ
ル
」
の
現
状
復

帰
に
つ
い
て

問	

「
演
台
テ
ー
ブ
ル
」
の
修
理
に
１
年
半

近
く
の
時
間
を
要
し
た
が
。

答	

限
ら
れ
た
予
算
の
中
で
備
品
の
修
繕
、

管
理
に
対
応
。

 

三
条
小
学
校
ク
ロ
ー
ズ
後
の

 

行
政
判
断

問	

「
避
難
場
所
」
と
「
選
挙
の
投
票
所
」

は
ど
う
な
る
の
か
。

答	

４
月
以
降
、
避
難
所
は
第
三
中
学
校
、

投
票
所
は
中
央
公
民
館
を
予
定
。

 

実
学
系
も
の
づ
く
り
大
学
に
つ
い
て

問	

建
設
事
業
費
と
そ
の
財
源
は
。

答	

施
設
建
設
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て

は
検
討
中
で
あ
り
、
現
時
点
で
は
お

示
し
で
き
な
い
。
財
源
に
つ
い
て
は
、

一
般
財
源
に
加
え
国
土
交
通
省
の
都

市
再
生
整
備
計
画
事
業
と
し
て
取
り

組
み
、
財
政
負
担
の
軽
減
を
図
る
。

 

持
続
可
能
な
財
政
の
維
持
に
つ
い
て

問	

大
崎
中
学
校
区
小
中
一
体
校
建
設
事

業
、
旭
・
裏
館
統
合
保
育
所
建
設
事
業
、

ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
・
交
流
複
合
施
設
建

設
事
業
、
図
書
館
等
複
合
施
設
建
設
事

業
、実
学
系
も
の
づ
く
り
大
学
の
設
置
、

看
護
系
高
等
教
育
機
関
の
誘
致
、
新
最

終
処
分
場
建
設
事
業
、
新
た
な
工
業
流

通
団
地
の
造
成
と
大
き
な
事
業
が
め
じ

ろ
押
し
だ
が
、
現
状
で
の
概
算
事
業
費

の
見
込
み
は
ど
う
な
の
か
。

答	

総
事
業
費
は
約
２
９
６
億
円
で
、
一

般
財
源
負
担
額
は
約
39
億
円
、
起
債

（
借
金
）
は
約
１
７
７
億
円
、
そ
の
う

ち
交
付
税
算
入
が
約
40
億
円
で
あ
り
、

地
方
債
償
還
お
よ
び
償
還
費
に
係
る

交
付
税
算
入
額
を
含
め
た
実
質
的
な

財
政
負
担
は
１
７
６
億
円
程
度
と
見

込
ん
で
い
る
。

 

児
童
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て

問	

児
童
ク
ラ
ブ
の
受
け
入
れ
学
年
を
小

学
６
年
生
ま
で
拡
大
し
て
い
な
い
の

は
、
新
潟
県
内
に
お
い
て
は
加
茂
市

と
三
条
市
だ
け
で
あ
る
が
、
市
民
か

ら
６
年
生
ま
で
拡
大
し
て
ほ
し
い
と

の
声
が
あ
る
中
で
、
今
後
段
階
的
に

６
年
生
ま
で
受
け
入
れ
を
広
げ
て
い

く
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
市

の
見
解
を
伺
う
。

答	

現
時
点
に
お
い
て
は
５
、６
年
生
に
つ

い
て
は
、個
別
対
応
と
し
て
い
き
た
い
。

問	

施
設
に
関
し
て
、
現
場
の
状
況
を
鑑
み

な
が
ら
新
規
設
置
や
小
学
校
内
へ
の
設

置
、
ス
ペ
ー
ス
の
拡
充
、
老
朽
化
等
に

対
す
る
整
備
等
こ
れ
か
ら
計
画
的
に

行
っ
て
い
く
考
え
は
あ
る
の
か
。

答	

入
会
児
童
数
な
ど
を
考
慮
し
、
必
要
に

応
じ
て
施
設
の
整
備
を
行
っ
て
い
る
。

今
後
も
施
設
の
老
朽
化
等
を
考
慮
し

な
が
ら
必
要
な
施
設
整
備
を
実
施
し

て
ま
い
り
た
い
。

 

エ
ピ
ペ
ン
に
つ
い
て

問	

児
童
ク
ラ
ブ
内
で
の
食
物
ア
レ
ル

ギ
ー
（
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
）
対
策
に

有
効
な
エ
ピ
ペ
ン
の
使
用
方
法
に
つ

い
て
市
独
自
の
講
習
会
等
を
開
い
て

は
ど
う
か
。

答	

小
学
校
の
養
護
教
諭
を
講
師
と
し
た

研
修
会
や
県
主
催
の
研
修
会
に
参
加

し
、
知
識
の
向
上
に
努
め
て
い
る
。

 

公
共
交
通
政
策
の
今
後
の

 

方
針
に
つ
い
て

問	

Ｊ
Ｒ
保
内
駅
西
口
設
置
に
つ
い
て
、

そ
の
後
の
動
き
を
伺
う
。

答	

三
条
市
と
し
て
、
新
潟
県
鉄
道
整
備

促
進
協
議
会
を
通
じ
て
Ｊ
Ｒ
東
日
本

に
対
し
、
同
駅
西
口
新
設
を
要
望
し

た
。
引
き
続
き
要
望
し
て
い
く
。

 

米
の
需
給
調
整
は

問	

来
年
か
ら
政
府
に
よ
る
米
の
生
産
調

整
が
廃
止
さ
れ
る
。
米
価
が
暴
落
し

な
い
よ
う
に
市
と
し
て
も
需
給
調
整

に
取
り
組
む
べ
き
で
な
い
か
。　

答	

地
域
再
生
協
議
会
を
存
続
、
強
化
さ

せ
米
の
需
給
調
整
に
対
応
し
た
い
。

 

融
資
制
度
の
充
実
を

問	

三
条
市
小
規
模
企
業
者
振
興
資
金
の

融
資
限
度
額
を
引
き
上
げ
る
べ
き
で

な
い
か
。

答	

保
証
協
会
と
連
携
を
密
に
し
、
国
の

動
向
を
注
視
し
て
い
き
た
い
。

 

公
契
約
条
例
の
制
定
を

問	

公
共
工
事
の
発
注
や
指
定
管
理
等
の

業
務
委
託
に
際
し
て
現
場
の
労
働
者

に
適
正
な
賃
金
・
労
働
条
件
を
確
保

す
る
た
め
、
公
契
約
条
例
を
制
定
す

べ
き
で
な
い
か
。

答	

国
に
お
い
て
労
働
者
保
護
の
法
律
は

整
備
さ
れ
て
い
る
。
従
業
員
の
労
働

条
件
は
適
正
に
確
保
さ
れ
て
い
る
の

で
必
要
な
い
。

 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
取
り
扱
い

問	

事
業
所
に
発
送
す
る
住
民
税
「
特
別
徴

収
税
額
の
決
定
・
変
更
通
知
書
」
は
、

従
業
員
の
同
意
が
な
い
場
合
で
も
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
を
記
入
し
て
送
付
す
る
の
か
。

答	

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
記
載
し
て
通
知
す
る
。

 

道
路
敷
地
内
私
有
地
の
課
税

 

に
つ
い
て

問	

道
路
上
の
私
有
地
は
分
筆
し
て
い
な

く
て
も
非
課
税
に
す
べ
き
で
な
い
か
。

答	

分
筆
登
記
を
し
な
く
て
も
面
積
が

確
定
で
き
れ
ば
非
課
税
の
可
能
性

も
あ
る
。

芝地鶏

雪下ろし
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